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Ⅰ「家賃支援給付金」の申請要領が公表  
 経済産業省より「家賃支援給付金」の申請要領が公表されました。
この給付金は事業主の地代・家賃（賃料）の負担を軽減することが目
的で、賃借人である事業主に対して支給されるものです。 
◆支給対象と給付額 
支給対象は、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、個人事業者等
で、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法
人も対象とされています。対象となるのは5月から12月の売上高が1カ
月で前年同月比50%以上減少、又は3カ月連続で同30%以上減少し、自ら
の事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている場合です。
給付額は法人が最大600万円、個人事業者が同300万円となります。申
請期間は7月14日から2021年1月15日までの予定です。 
◆申請はインターネットで 
経産省では、家賃支援給付金ホームページから、WEB上での手続きを推
奨しています。受付開始後、補助員が入力サポートを行う「申請サポ
ート会場」も順次開設される予定です。申請についての相談は、下記
のコールセンターで受けられます。 
お問い合わせ先：家賃支援給付金 コールセンター 
TEL：0120-653-930（受付：8:30～19:00） 
8月31日まで：全日対応／9月1日以降 ：平日・日曜日対応（土曜日・祝
日除く） 
 

Ⅱ新型コロナ感染症対応休業支援金の受付が開始  
個人向け新型コロナ対応休業支援金の受付が開始されました。これ

は雇用調整助成金が活用できない企業の労働者を対象に休業実績に応
じて賃金の 8 割が支給（上限月額 33 万円）されるものです。雇用保険
被保険者以外でも、幅広く対象となりますが、海外勤務者や日雇労働
者、地方公共団体の非常勤公務員は対象とならないので注意が必要で
す。 
◆申請方法等 
申請は労働者本人または事業主のどちらか一方が行えばよく、事業主
申請の場合でも申請者本人の口座に振り込まれます。申請には、支給
申請書、支給要件確認書、本人確認所、振込先口座のキャッシュカー
ドや通帳のコピー、休業前及び休業中の賃金が確認できる書類のコピ
ーが必要となります。 
◆事業主の協力が必要な書類 
支給要件確認書には事業主欄があり、労働者の雇用、賃金支払いの事
実や休業の事実について最低限事業主からの確認が必要とされ、事業
主はこれを拒むことはできません。また、賃金台帳、給与明細、賃金
の振込通帳の 3 種類により賃金額を確認できない場合は支給できない
とされています（新卒者でも 1 日も勤務していない場合等は、雇用契
約書・労働条件通知書を添付）。これらの書類には事業主の協力が必
要です。 
 

Ⅲ公益通報者保護法が改正されました！  

 公益通報者保護法の一部を改正する法律案が交付されました。公益通
報者保護制度とは、公益のために事業者の法律違反行為を通報した事
業内部の労働者が解雇等の不利益な扱いを受けることのないよう、保
護するための制度です。以下改正のポイントについてご紹介します。 
◆改正のポイント 1：事業者自ら不正を是正しやすくするとともに安心して
通報を行いやすくする 
①事業者に対し、内部通報に適切な対応をするために、必要な窓口の
設定、調査等の体制の整備が義務付けられます（従業員数 300 人以下
の中小事業者は努力義務）。 
②助言・指導・勧告に従わない場合の公表等、行政措置が実施されま
す。 
③内部調査等に従事する者が、通報者を特定させる情報を漏洩しない
為の情報の守秘が義務付けられ、違反した場合には刑事罰が科されま
す。 
◆改正のポイント 2：行政機関等への通報を行いやすくする 
①行政機関への通報の条件として「氏名等を記載した書面を提出する
場合の通報」においても「信ずるに相当の理由」があるとみなされ、
通報の条件となることが追加されました。 
②報道機関等への通報の保護拡大において、「財産に対する損害」 
「通報者を特定させる情報が洩れる可能性が高い場合」も保護対象に
なるとして追加されました。 
③行政機関における公益通報に適切に対応するために必要な体制の整
備等についても規定されました。 
◆改正のポイント 3：通報者がより保護されやすくする 
①労働者に加え退職後 1 年以内の退職者や役員も保護対象となるとし
て追加されました。 
②保護される通報は現行では刑事罰の対象となるものだけでしたが、
行政罰の対象となる追放も保護されることになりました。 
③保護の内容について、通報した公益通報者による損害賠償責任を負
わない旨、追加されました。 


